
【参考資料】

第１　栃木県の身体障害者の現状

１ 身体障害者の数

第１図　身体障害者手帳交付状況 （令和5年4月1日現在）

第２図　身体障害者数の推移

　県内の身体障害者は令和5年4月1日現在、70,179人であり、前年度より466人（6.6％）減
少している。
　これを障害部位別にみると、肢体不自由44.0％、内部障害32.4％、聴覚・言語障害
11.9％、視覚障害6.1％、複合障害5.6％となっている。

（各年４月１日現在）
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総 数
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【資料出所 ： 栃木県障害福祉課】
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２ 就職を希望する身体障害者の状況

第１表　身体障害者の職業紹介と求職登録の状況

(注) 1 　期末現在登録者数とは、各年度３月末現在の登録者数である。

2 　保留中とは、病気等の理由により職業紹介のあっせん対象外の状態をいう。

令和3年度 879 390 453 6,860 2,737 3,955 168

平成30年度 936 488 362 6,052 2,039 3,899 114

件 件 人 人 人 人 人

令和元年度 938 444 393 6,394 2,166 3,978 250

令和2年度 899 407 421 6,826 2,586 3,983 257

令和4年度 979 383 445 7,234 2,972 4,073 189

3,682 30平成27年度 1,001 485 364 5,459 1,747

3,752 82平成29年度 970 438 351 5,823 1,989

3,766 82平成28年度 963 444 385 5,728 1,880

　令和4年度に身体障害者が県内のハローワークに求職の申込みを行った件数は979件で、
前年度より11.4％増加した。
　また、令和5年3月末現在において県内の公共職業安定所に登録している身体障害者は
7,234人と前年に比べ5.5％増加した。

区　分
新規求職
申込件数

就職件数 新規登録者数
期末現在
登録者数

左の内訳

有効求職者数 就　業　中 保　留　中

平成20年度 908 372 338 4,625 1,332 3,252 41

3,314 53

平成22年度 738 386 243 4,724 1,245 3,437 42

平成21年度 799 366 347 4,620 1,253

3,493 36

平成24年度 947 419 317 5,091 1,537 3,525 29

平成23年度 875 359 299 4,940 1,411

3,575 27

平成26年度 1,077 461 405 5,208 1,614 3,564 30

平成25年度 1,017 464 425 5,099 1,497

【資料出所 ： 職業対策課集計】
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第２　栃木県の知的障害者の現状

１ 知的障害者の数

第３図　療育手帳交付状況 （令和5年4月1日現在）

第４図　知的障害者数の推移 （各年４月１日現在）

　県内の知的障害者は令和5年4月1日現在、19,606人であり、前年度より449人（2.3％）
増加している。
　これを障害程度別にみると、 Ａ１（最重度）13.6％、 Ａ２（重度）23.0％、 Ａ（重度）
0.4％、 Ｂ１（中度）29.7％、 Ｂ２（軽度）33.2％、 Ｂ（中軽度）0.2％となっている。
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※障害程度は、昭和54年度に「A・B」の2段階から、「A1・A2・B1・B2」の４段階に細分化されました。

【資料出所 ： 栃木県障害福祉課】
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２ 就職を希望する知的障害者の状況

第２表　知的障害者の職業紹介と求職登録の状況

(注) 第１表に同じ

令和2年度 602 414 276 4,828 1,343 3,365 120

令和3年度 559 431 256 4,939 1,438 3,387 114

令和4年度 574 403 261 5,165 1,453 3,577 135

件 件 人 人 人 人 人

2,909 51平成29年度 590 389 265 4,012 1,052

令和元年度 656 424 305 4,570 1,156 3,303 111

平成30年度 623 390 298 4,278 1,108 3,109 61

2,628 21平成27年度 601 366 309 3,639 990

2,769 35平成28年度 553 358 254 3,848 1,044

　令和4年度に知的障害者が県内のハローワークに求職の申し込みを行った件数は574件と
なっており、前年と比べて2.7％減少した。
　また、令和5年3月末現在において県内の公共職業安定所に登録している知的障害者は
5,165人と前年に比べ4.6％増加し、就業中の障害者も5.6％増加している。

区　分
新規求職
申込件数

就職件数 新規登録者数
期末現在
登録者数

左の内訳

有効求職者数 就　業　中 保　留　中

平成20年度 340 183 194 2,384 558 1,799 27

1,882 41

平成22年度 329 220 179 2,619 616 1,978 25

平成21年度 315 195 191 2,501 578

2,059 20

平成24年度 484 244 254 3,022 817 2,183 22

平成23年度 373 221 182 2,803 724

2,310 17

平成26年度 472 330 243 3,371 911 2,440 20

平成25年度 488 293 277 3,201 874

【資料出所 ： 職業対策課集計】
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第３　栃木県の精神障害者の現状

１ 精神障害者の数

第５図　精神障害者保健福祉手帳交付状況
（令和5年4月1日現在）

第６図　精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移
（各年4月1日現在）

（人）

　県内の精神障害者保健福祉手帳交付者数は令和5年4月1日現在、18,102人であり、
前年度より1,585人(9.6％）増加している。
　これを障害程度別にみると、１級（日常生活不能）18.8％、２級（日常生活著しい制限）
59.5％、３級（日常・社会生活制限）21.7％となっている。

１級

3,402人
18.8%

２級

10,766人

59.5%

３級

3,934人

21.7%

総 数

18,102人

（100%）

【資料出所 ： 栃木県障害福祉課】
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２ 就職を希望する精神障害者の状況

第３表　精神障害者の職業紹介と求職登録の状況

（注) 第１表に同じ

令和3年度 1,611 866 744 5,962 3,440 2,409 113

平成30年度 1,525 816 607 3,894 2,156 1687 51

件 件 人 人 人 人 人

令和元年度 1,670 903 635 4,463 2,463 1893 107

令和2年度 1,457 780 634 5,070 2,886 2,065 119

令和4年度 1,924 1,023 847 7,054 4,001 2,911 142

943 19平成27年度 1,253 601 488 2,318 1356

1381 40平成29年度 1,470 715 561 3,322 1,901

1183 30平成28年度 1,386 726 516 2,826 1,613

　令和4年度に精神障害者が県内のハローワークに求職の申込みを行った件数は1,924件
で、前年度より19.4％増加した。
　また、令和5年3月末現在において県内の公共職業安定所に登録している精神障害者は
7,054人と前年に比べ18.3％増加し、就業中の障害者も20.8％増加している。

区　分
新規求職
申込件数

就職件数 新規登録者数
期末現在
登録者数

左の内訳

有効求職者数 就　業　中 保　留　中

平成20年度 334 154 151 632 399 208 25

253 30

平成22年度 380 243 108 769 437 306 26

平成21年度 327 175 133 699 416

366 20

平成24年度 748 393 271 1,223 761 444 18

平成23年度 566 313 216 975 589

540 12

平成26年度 1124 569 444 1,904 1143 745 16

平成25年度 1,022 446 427 1,534 982

【資料出所 ： 職業対策課集計】
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第４　障害者の就労支援

栃木県内の公共職業安定所（ハローワーク）

ハローワーク 〒 ＴＥＬ ＦＡＸ

　　宇都宮 ３２０－０８４５ 028(638)0369 028(638)0376

　　那須烏山
　　出張所

３２１－０６２２ 0287(82)2213 0287(84)0199

　　鹿　沼 ３２２－００３１ 0289(62)5125 0289(63)2482

　　栃　木 ３２８－００４１ 0282(22)4135 0282(23)4285

　　佐　野 ３２７－００１４ 0283(22)6260 0283(21)1256

　　足　利 ３２６－００５７ 0284(41)3178 0284(42)7439

　　真　岡 ３２１－４３０５ 0285(82)8655 0285(84)7948

　　矢　板 ３２９－２１６２ 0287(43)0121 0287(43)6391

　　大田原 ３２４－００５８ 0287(22)2268 0287(22)5653

　　小　山 ３２３－００１４ 0285(22)1524 0285(24)3574

　　日　光 ３２１－１２７２ 0288(22)0353 0288(21)0219

　　黒　磯 ３２５－００２７ 0287(62)0144 0287(64)3884

真岡市荒町５１０１

矢板市末広町３－２

○職業相談・職業紹介
　 ハローワークでは、就職を希望する障害者の求職登録を行い、専門の職員・職業相談員がケースワーク方
式により、障害の態様や適性、希望職種等に応じ、きめ細かな職業相談・職業紹介を実施しています。
　 なお、障害者を雇用している事業主、雇い入れようとしている事業主に対して、雇用管理上の配慮等につ
いての助言や支援を実施し、必要に応じて専門機関の紹介、各種助成金の案内を行っています。
　また、求人者・求職者の効果的なマッチングを図るために就職面接会等も実施しています。

足利市丸山町６８８－１４

○法定雇用率達成指導
　 一定規模以上の企業は、障害者雇用促進法で定められた障害者雇用率を達成する義務があることから、
毎年、障害者雇用状況報告を求め、雇用率未達成の事業主に対しては障害者の雇用指導を行っていま
す。
　この事業主に対する指導においては、事業主指導部門と職業相談部門とが連携して、雇用率未達成企業
から障害者向け求人を新規に開拓し、職業紹介を積極的に実施することにより、障害者の雇用機会の拡大
を図っています。

栃木市・壬生町

管轄区域

宇都宮市・上三川町・高根沢町

那須烏山市・那珂川町

鹿沼市

○障害者向け求人の確保
　 障害者向けの求人開拓を行うとともに、一般求人として申し込まれた求人についても障害者の就労に適し
た内容の場合は、障害者向け求人への転換を勧奨するなどにより障害者向け求人の確保に努めています。

佐野市

足利市

真岡市・益子町・茂木町・市貝町・芳賀町

さくら市・矢板市・塩谷町

１ ハローワークにおける障害者の就労支援

所在地

宇都宮市明保野町１－４
宇都宮第２地方合同庁舎１階

那須烏山市城東４－１８

鹿沼市睦町２８７－２０

栃木市河合町１－２９
栃木地方合同庁舎1階

佐野市天明町２５５３

日光市

大田原市紫塚１－１４－２

小山市喜沢１４７５
おやまゆうえんﾊｰｳﾞｪｽﾄｳｫｰｸ内

日光市今市本町３２－１

那須塩原市共墾社１１９－１

小山市・下野市・野木町

那須塩原市（旧黒磯市）・那須町

大田原市・那須塩原市（旧西那須野町、旧塩原町）
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 （１）独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

　 ①地域障害者職業センター

〒 ＴＥＬ ＦＡＸ

３２０－０８６５ 028(637)3216 028(637)3190

　 ②高齢・障害者業務課

〒 ＴＥＬ ＦＡＸ

３２０－００７２ 028(650)6226 028(623)0015

 （２）障害者就業・生活支援センター

〒 ＴＥＬ ＦＡＸ

３２１－０２０６ 0282(86)8917 0282(21)7109

３２６－００３２ 0284(44)2268 0284(44)2268

３２１－４３０５ 0285(85)8451 0285(85)8452

３２９－１３１２ 028(681)6633 028(681)6634

３２２－０００７ 0289(63)0100 0289(60)2588

３２１－０９０５ 028(678)3256 028(678)3257

〒 ＴＥＬ ＦＡＸ

３２０－８５０３ 028(623)6111 028(623)7255

〒 ＴＥＬ ＦＡＸ

３２０－８５０３ 028(623)6113 028(623)6100とちぎ難病相談支援センター
宇都宮市駒生町３３３７－１
とちぎ健康の森１階

県東圏域障害者就業・生活支援センター
「チャレンジセンター」

県北圏域障害者就業・生活支援センター
「ふれあい」

県西圏域障害者就業・生活支援センター
「フィールド」

宇都宮圏域障害者就業・生活支援センター

真岡市荒町３－９－５　２階

さくら市桜野１２７０

鹿沼市武子１５６６
(福）希望の家内

宇都宮市平出工業団地４３－１００

　発達障害者で「働きたい」「今、働いているけどうまく仕事ができない」といった仕事の悩みを抱えている方
や、一緒に働いている方々からの相談を受けています。働くための準備、お互いに働きやすい職場づくりの
支援をしています。

機関名 所　　　在　　　地

発達障害者支援センター
ふぉーゆう

宇都宮市駒生町３３３７－１
栃木県立リハビリテーションセンター内

　（４）　難治性疾患患者の就労支援

　難病患者の就労相談や日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進を行っています。

機関名 所　　　在　　　地

所　在　地

県南圏域障害者就業・生活支援センター
「めーぷる」

両毛圏域障害者就業・生活支援センター

　障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育、医療等の関係機関の連携し、就業面及び生活面
における一体的な相談支援を実施しています。

下都賀郡壬生町あけぼの町５－６

　（３）　発達障害者の就労支援

足利市真砂町１－１
栃木県安足健康福祉センター内

所　　在　　地

宇都宮市若草１－４－２３　ポリテクセンター栃木内

機関名

　障害者雇用納付金の申告受付、調整金、報奨金や各種助成金の申請受付を行うほか、障害者の雇用の
啓発活動、調査研究を行っています。

機関名

栃木支部高齢・障害者業務課

栃木障害者職業センター

　障害者に対して、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助（ジョブコーチ）等の専門的な職業リ
ハビリテーション、事業主に対する雇用管理に関する助言等を実施しています。

所　　在　　地

宇都宮市睦町３－８

２ その他の障害者就労支援機関

機関名
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３ 障害者の雇用に関する主な助成・支援制度              （令和 5 年 4 月現在） 

 

 

 

ハローワーク等の紹介により、障害者を継続して雇用する労働者（雇用保険の一般被保険者）として雇

い入れ、当該障害者を助成金の支給終了後も引き続き雇用することが確実である事業主に対して助成する

もので、障害者の方の雇用機会の増大および雇用の安定を図ることを目的としています。 

 

 対象者 大企業 中小企業 

短時間以外の

労働者 

45 歳未満の身体・知的障害者 ５０万円 （１年） １２０万円 （２年） 

精神障害者、重度障害者、 

45 歳以上の身体・知的障害者 
１００万円 （１年６か月） ２４０万円 （３年） 

短時間労働者 身体・知的・精神障害者 ３０万円 （１年） ８０万円 （２年） 

 
 
 
 

発達障害者または難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により雇用保険の一般被保険者として雇い

入れる事業主に対して助成するもので、事業主の方からは、雇い入れた対象者に対する配慮事項等につい

てご報告いただきます。 

 

 

 
 

障害者に対して試行雇用（トライアル雇用）を行う事業主に対して助成するものであり、障害者雇用に

ついての理解を促し、試行雇用後の継続雇用への移行の促進を目的としています。期間は最長３か月間（精

神障害者の場合は最長６か月間）を対象として助成をします。受給額は、月額４万円（精神障害者を雇用

する場合は雇入れから３か月間は月額８万円）です。 

 

 

直ちに週２０時間以上勤務することが困難な精神障害者及び発達障害者について、３か月から１２か月

の期間中に２０時間以上の就業を目指して試行雇用を行う場合に助成するもので、相互理解を促進し雇用

機会の確保を図ることを目的としています。受給額は、月額４万円（最長１２か月間）です。 

 

 

 

障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換した事業主に対して助成するものであり、より

安定度の高い雇用形態への転換等を通じた障害者の職場定着を目的としています。 

（取組み内容により受給額が異なります） 

 

 

障害者に接する機会、共に働くことを具体的に検討する機会として、雇用を前提にせずに活用いただく

こともできますので、障害者を受け入れる現場の「従業員の障害者雇用への理解促進」や「受入時の不安

軽減」にも効果的な制度です。（ハローワークでリーフレット等によるご説明も行っております。） 

 

  

対象者 大企業 中小企業 

短時間以外の労働者 ５０万円 （１年） １２０万円 （２年） 

短時間労働者 ３０万円 （１年） ８０万円 （２年） 

１ 特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース）     ［お問い合わせ先 ⇒ ハローワーク］ 

３ トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）      ［お問い合わせ先 ⇒ ハローワーク］ 

４ トライアル雇用助成金（障害者短時間トライアルコース）   ［お問い合わせ先 ⇒ ハローワーク］ 

２ 特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース） 
［お問い合わせ先 ⇒ ハローワーク］ 

５ キャリアアップ助成金（障害者正社員化コース）       ［お問い合わせ先 ⇒ ハローワーク］ 

６ 障害者職場実習推進事業             ［お問い合わせ先 ⇒ 職業対策課・ハローワーク］ 
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障害者の就職及び職場適応のため、就職前後を問わずジョブコーチ（職場適応援助者）が職場に出向き、

作業指導や対人関係等の支援のほか、職務や職場環境の改善等について、事業主の相談にも応じます。 

支援期間は、標準で２～４か月です。 

 

 

  ○障害者を雇用する事業主に対して助成援助を行うための事業主の共同拠出による制度です。 

① 障害者雇用調整金 
常用雇用労働者数が１００人超の事業主で法定雇用率を超えて障害者を雇用している場
合、その超えて雇用している障害者 1 人につき月額２９，０００円を支給 

② 報奨金 
常用雇用労働者数が１００人以下の事業主で一定数（各月の常用雇用労働者数の４％の年
度間合計数又は７２人のいずれか多い数）を超えて障害者を雇用している場合、その一定
数を超えて雇用している障害者 1人につき月額２１，０００円を支給 

③ 各種助成金 
事業主が障害者の雇用に伴い、作業施設・設備の設置又は整備や特別な雇用管理を行う場
合に、事業主の経済的負担を軽減するために費用の一部を助成 

 

障害者作業施設設置等助成金 
障害者の作業を容易にするための作業設備や、トイレやスロープなど付帯施設の設置等に
対する助成：助成率２／３ 

障害者福祉施設設置等助成金 
障害者の利用に配慮された保健施設、給食施設、教養文化施設等福利厚生施設の設置・整

備等に対する助成：助成率１／３ 

障害者介助等助成金  
障害者を常用労働者として雇用している場合の、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管

理のため必要な介助等に対する助成：助成率３／４または２／３等 

重度障害者等通勤対策助成金 
障害者の通勤を容易にするため必要な住宅の賃貸等，指導員の配置、駐車場の賃貸等に対
する助成：助成率３／４ 

重度障害者多数雇用事業所 
施設設置等助成金 

重度身体障害者、重度知的障害者、重度精神障害者を多数雇用するための事業施設等の設
置・整備に対する助成：助成率２／３ 

職場適応援助者助成金 

障害者を雇い入れるとともに、その業務に必要な援助や指導を行う者を配置する事業主や、
特に職場定着に困難を抱える障害者に対して、ジョブコーチ計画に基づく支援を行う事業

主に対して助成するもので障害者の職場適応・職場定着を図ることを目的としています。
（取組み内容により受給額が異なります） 

 

 

    障害者を雇用する事業所を支援するために、税制上の優遇措置があります。 

    ・機械等の割増償却【所得税・法人税】、障害者の「働く場」の発注促進税制【所得税・法人税・ 

     法人住民税】、障害者雇用納付金制度に基づく助成金の非課税措置【所得税・法人税】（税務署） 

    ・不動産取得税の軽減措置（県税事務所） 

    ・固定資産税の軽減措置、事業所税の軽減措置（市町役場） 

 

 

障害者雇用に関心や理解を持つ県内事業所を受け入れ協力事業所として登録し、受講生が就職を希望 

する業務と一致した場合に２週間以内の職場体験実習の機会を提供します。 

実習内容は、各受け入れ協力事業所の業務内容に沿ったものとし、受講生の決定は受け入れ協力事業 

所と受講希望者が直接面接を行い、双方の合意の上で行います。 

職場体験実習に際しては、担当者が受講生に対して事前準備を行うほか、個別のフォローを行います。 

また、万一の事故等に備えて、受講生は傷害保険及び賠償責任保険に加入します。 

    受け入れ協力事業所には、受講生の受け入れ１人につき１日 1,000 円の謝金をお支払いします。 

   ＊就業体験ですので、実習期間中の賃金は発生しません。 

   ＊受け入れ協力事業所の一覧は、社会福祉法人せせらぎ会のホームページ http://www.seseragikai.jp 

        でご覧いただけます。 

 

 

       特別支援学校の生徒が、企業で働く体験を通して将来の社会生活に必要な能力や態度、習慣を身に付 

けたり、働くことの意義や自分の能力・適性を考えたりするために実施しています。 

また、事業主及び従業員の方に、特別支援学校の教育や障害のある生徒について理解していただく良い

機会となっています。（各特別支援学校でもお問い合わせに対応しております。） 

７ ジョブコーチ支援                ［お問い合わせ先 ⇒ 栃木障害者職業センター］  

８ 障害者雇用納付金制度   ［お問い合わせ先 ⇒ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構栃木支部］ 

９ 税制上の優遇措置          ［お問い合わせ先 ⇒ 最寄りの税務署、県税事務所、市町役場］  

１０ 栃木県障害者就業体験事業   ［お問い合わせ先 ⇒ 県労働政策課、各障害者就業･生活支援センター］ 

※ 特別支援学校の就業体験活動     ［お問い合わせ先 ⇒ 栃木県教育委員会事務局特別支援教育室］ 


